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「“段違い”のビジネスコミュニケーション術」セミナー参加申込書 

令和元年  月  日 

事業所名  参加者氏名  

電話番号  ＦＡＸ番号  

※複数人で参加する場合は、コピーしてお送りください。切り取らず、このまま返信してください。 
【問い合わせ先】矢巾町商工会（及川・山田） TEL：019-697-5111、FAX：019-697-5115 

令和元年度 

≪個性心理學とは≫・・・個性心理學研究所により、世界で初めて人間の個性を動物のキャラクターに当て
はめることで、誰にでもわかる、イメージとして体系化されたコミュニケーションツールです。 
≪こんな人におすすめ≫・・・相手に合わせたコミュニケーションにより、営業力・接客力アップを図り、
売り上げ増につなげたい方等。 

≪と  き≫ 令和元年１２月５日（木） 

            １４：００～１６：００ 

≪ところ≫ 矢巾町商工会館２階 研修室  

≪内  容≫ 

◆人間関係の秘法「個性心理學」とは 

◆自分の個性を知っていますか？ 
◆価値観・考え方や手段・心理ベクトル・ 
思考パターンの違いによるコミュニケー 
ションの取り方 

◆相手を満足させるコミュニケーション 
◆個性心理学活用の事例 

≪受講料≫ 無 料 

≪定 員≫ ３０名（定員になり次第、締切。）
≪その他≫ 

駐車場は、「商工会館向かいの盛岡南消防
署矢巾分署」をご利用ください。  

駐車の際は、「フェンス側（南側）に県道
側から順に駐車」をお願いいたします。 

≪講師プロフィール≫ 

 

 

 

1975年生まれ、弘前大学農学部を卒業し、県内の

OA機器販売会社に就職。約 6年半の営業経験を経て独

立。パソコンの訪問出張サービスを提供する会社の登録

スタッフとなり、某王手通販会社からパソコンを購入さ

れた方を中心に出張訪問サポートに従事。そんな中、

2012 年 7月に「いむらきよし先生」と「個性心理學」

というものに出会い人生が激変。 

 2013年に認定講師となりパソコンサポートの傍ら、

人の個性に触れる話、個別診断をスタートし 2014年、

本格的に講師として人前で話すようになる。2015年に

は青森県を中心に年間約 200 回の講座、講演を開催。

2016 年以降は、東京、大阪、名古屋、岡山、札幌、群

馬、新潟、金沢、浜松を始め県外での講座、そして認定

講師に教える「講師の講師」として全国各地に足を運び

ながら、精力的に個性心理學を広めている。 

しばた けんじ 
個性心理學研究所名古屋本部 
認定講師/認定カウンセラー 
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～永年勤続優良従業員表彰式についてのお知らせ～ 

矢巾町と商工会では、毎年、１１月に「永年勤続優良従業員表彰式」を開催しておりましたが、

今年度は開催せず、令和２年度から通常総会時（例年５月中旬ごろ）に開催することとなりまし

たのでお知らせします。 

開催案内等につきましては、商工会ニュースで改めてご案内いたします。 

確定申告に向けて、帳簿の整理をお願いします！ 

～軽減税率に伴う帳簿記載の注意事項～ 

来年の確定申告をスムーズに行うために、早めの帳簿整理をお願いします。また、軽減税率対

象品目（主に食料品、定期購読の新聞）の販売及び仕入、経費がある事業所は区分経理が必要と

なるため、ご注意ください。 

【区分経理について】 

 消費税率及び地方消費税率の改正により税率ごとに区分する必要があります。 

 １ 令和元年９月３０日までの取引（旧税率）は、８％ 

 ２ 令和元年１０月１日以降の取引（軽減税率）は、８％ 

 ３ 令和元年１０月１日以降の取引（標準税率）は、１０％ 

【帳簿の記載について】 

 課税事業者については、「軽減税率対象」の売上及び支払が発生した場合、帳簿に記載する

際には、分けて記載し、「軽減税率対象」であることが分かる印（※等）を付する必要があり

ます。 

 例） 

 

 

  

 

【領収書・請求書について】 

 取引先に発行する領収書・請求書については 

軽減税率対象品目と標準税率品目で税率の異な 

るごとに分けた合計金額を領収書及び請求書に 

記載する必要があります。 

 

 【問い合わせ先】 

  矢巾町商工会  ＴＥＬ：019-697-5111 

          ＦＡＸ：019-697-5115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 科 目 摘 要 金 額 

10/1 売上 食料品 ※ １，５５０円 

10/1 仕入 食料品 ※ ３，２４０円 

10/2 接待交際費 お歳暮 ※ ５，４００円 

10/3 会議費 お茶代 ※ ２，０００円 


